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初めに， 当協議会の志村会長が，ごあい

さつを申し上げます。

志村会長

総務局並びに人事局の課長，室長及び参

事官の皆様には， この度，全国書協との座

談会をお願いしましたところ，昨日まで通

常国会が開催されるなど超多忙の中を，本

;日は御都合を付けていただき御出席を賜り

まして，誠にありがとうございます。まず

は,厚くお礼を申し上げます。
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三 三

出 席 者 言
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＝

＝ 一

三 三
三 ＝
＝ , ＝
＝ 三

言最高裁判所側 ． ， 言
言総務局第一課長 中村 愼、 言
＝ 三

胃同 第二課長 後藤 健 冒
三同 第三課長： 林 隆峰 舅
＝ .＝
一 ■■■

舅同制度調査室長 、絹川泰毅 三
＝ ・ 0 ｡＝：

事事局給蕊簑巽壼茎喜
三同 能率課長 五十嵐篤実 言
＝ ｡ ｡ 一
＝ ＝
＝ ‐ 三
＝ ｡ ＝

三 、 ・ 三
＝ ：＝

言書記官協議会側 言
＝ 三

三今 長 志村 宏 三三云
三 一 ・ 三

曼副 会 長‘ 伊藤秀城 三

薑 八木道雄言

睾菫曼曼覺篁季窪
言経理部長 、輿;・石武裕 言
＝ ･･ ＝

三企画調査{部長 金澤修一言
＝ ＝

言編集部長 馬場信明 言
＝ , ｡ ＝
＝ ＝＝
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志村会長 面にわたり参入妙

御尽力いただいておりまして， 、この機会に
全国の会員を代表して深く感謝を申し上げ
る次第であります。

さて，司法制度改革の検討作業も関係各
機関等の御努力により，いよいよ最終段階
を迎えようとしており， これからの制度改
革の流れは，正に運用実施の場面に重点力；

烏路総務部長

本日は，お忙しい中を，全国裁判所書記

官協議会のために，時間を割いていただき

まして， ありがとうございます。

ただ今から，総務局・人事局各課長，制

度調査室長，参事官を囲む座談会を始めさ

せていただきます。

1

10川11111ⅡIⅡ11
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ごあい
＝

:， 司法制度改革について 額の拡大の内容等について 言
： （1） 司法制度改革の理念・意義につい 62) 今後の書記官事務及び調書の在り言

三

言 て 方について
言 ． 、

言 （2） 司法制度改革を巡る状況について h3) 書記官の着実な職務執行について 三
言

三

： （3） 司法制度改革と害記官事務との関 3書記官の給与上の諸問題について 冒
号 ． ＝

： 係について （1）平成16年度の級別定数の改定状況三
号 ＝

胃2書記官事務に関する最近の動向及び について 三

言書記官事務の在り､方について （2） 司法制度改革と書記官の処遇につ言
． a＝

： （1） 「指針」の定着状況について いてノ

ミ （2）増加傾向にある事件対応策等につ 4 書記官の任用上の諸問題について 言
冒 いて （1）書記官の任用政策について 薑

； （3）民事執行法の改正に関する最近の （2） 再任用の実施状況等について ‐
＝

： 動向について （3） 産前・産後，育児休業制度におけ三
三

胃 （4）破産法の改正に関する最近の動向 る代替要員の確保について 三

： について 5 書記官の研修等に関する諸問題につ臺

冒 (5)民事訴訟法の改正に関する最近の いて ど

き 動向について （1） 裁判所職員総合研修所における平三

亭 （6）刑事裁判の充実・迅速化を巡る最 成16年度の書記官研修について 三

ミ 近の動向等について （2） 今後の書記官の研修計画について 三
三

ミ （7）裁判員制度の導入について 6 裁判所の情報化について

訓8） 行政局所管の訴訟（行政，労働， （1） 裁判事務処理システムの導入状況二
言 ＝

： 知財）制度を巡る最近の動向につい 及び今後の予定につい･て

： て （2） 裁判所の各種手続のオンライン化冒
＝

胃 （9）家事事件の書記官事務の状況につ について 二

言 いて （3）情報化事務担当者の態勢の充実に言

訓0少年事件の書記官事務の状況につ ついて
＝

ミ いて (4)今後の情報化の在り方について 言
： 61）簡裁の事物管轄及び少額訴訟の訴
ミ
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移されていくことになりましょうが，改革

に盛られた内容の実現には裁判の現場にお

ける日々の実務を通じて現れてくるもので

はないかと考えております。裁判官と共に

裁判の現場で仕事をしている書記官にとり

ましては，その取り巻く環境が大きく変わ

り， これまで以上に果たすべき役割や期待

される度合いも大きくなり，更に高い資質

や能力が求められていくと考えますが，多

くの書記官は気概を持って取り組んでいく

姿勢にあると確信じております。しかし,

まだなかなか具体的なイメージが抱けなく，

戸惑いのようなものがあることも事実であ

ると思います。そのような意味から‘も,本

日は今後の書記官の有り様などについても

御示唆やメッセージなどがいただけました

ら大変有り難いと思っ.ております。

この座談会に対する全国の会員の関j心は

相当高<,組織全体の年中行事の中では最

も注目されているものと申しても過言では

ないと思います。本日お伺いしたいテーマ
， 、

につきましては，全国8高裁管内別に開催

しまりした支部交流会において会員からの要

望が多かったものが中心になっております。

テーマが多岐にわたり大変恐縮ですが, ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

烏路総務部長

それでは， これからの進行は，当協議会

の金澤企画調査部長が担当しますので， よ

ろしくお願いいたします。

金澤企画調査部長

企画調査部長の金澤でございます｡よ・ろ

しくお願いします。早速ですが，お手元に

配布させていただきましたテーマの順に進

行させていただきます6

統制度1

1 司法制度改革について である
｡

る批判－

（1） 司法制度改革改革の理念･意義につ

いて

金澤企画調査部長

司法制度改革は，司法全般にわたる改革

ですが，その中核となる理念・意義につい

てお聞かせください。

中村第一課長

平成11年7月に内閣に司法制度改革審議

会が設置されて以来， 5年にわたって進め

られてきた司法制度改革も，今通常国会に

おいて，裁判員制度の導入に関する法律を

はじめ多数の法律が成立し，大きな節目を

迎え､ましだ。この度の司法制度全般にわた

る多くの改革によって，司法全体， とりわ

け裁判所の機能の強化・拡大が図られたも

のと考えられますが，新たに創設された制

度をはじめ，その運用を担う裁判所に求め

られる役割は， これまで以上に重要となる

ことは言うまでもありません。裁判部の中

核を担う裁判所書記官の皆さんには， こう

した裁判所に求められる役割，書記官とし

由民主

での議i

に関す､‘

年間に

6月に｜

は，改i

の整備，

参加(I

す。つ

〈，分7

する， （
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する国」
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の度， 身

司法紬
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Ｊ

、■●口
《
合
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I

Ｉ

て果たすべき役割がますます重要なものと

なってくることを念頭に，創設された制度

等がしっかりど根付くよう， 日々の業務を

着実に処理することを基本に据えていただ
きたいと思います。

さて，当時を振り返って見ますと，平成
10年当時は．政財界を中心として，我が国
の厳しい社会経済情勢を，規制緩和，行財
政改革をはじめとする各種制度改革で乗り
切っていこうとする大きな動きがありまし

、

た。その中で，民事裁判．民事執行の遅さ’
専門訴訟への対応力の低さなど裁判所の手

｝
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釧度面に対する批判や司法制度の担い手
である弁護士，裁判官，裁判所職員に対す

る批判が沸き起こり，御存じのように， 自

由民主党に設けられた司法制度特別調査会
での議論を契機に， この度の司法制度改革

(二関する議論が展開していきました。約2
年間に及ぶ審議を取りまとめた，平成'3年
6月に出された司法制度改革審議会の意見

は，改革の三つの柱として，①制度的基盤
の整備，②人的基盤の拡充，③国民の司法

参加（国民的基盤の確立）を提言していま

す。つまり，①司法制度をより利用しやす

く，分かりやすく，頼りがいのあるものと

する,,②質量共に豊かなプロフェッション

としての法曹を確保する，③国民が訴訟手

続に参加する制度の導入等により司法に対

する国民の信頼を高めることを基本的な方

針として，各般の施策を講じることを求め
ています。そして， この意見害を踏まえ，

平成14年3月に策定された司法制度改革推
進計画に基づき検討が進められた結果， こ

の度，おおよその法律が成立し，我が国の

司法制度の新たな骨格が形成されるに至っ

たわけです◎

｢競
＞〃譽鍬判所と‘鵜

中村第一課長 ては，組織.機構

の見直し(地方・

家庭裁判所支部や簡易裁判所の適正配置，

職員制度問題の検討等)，手続．制度の見

直し（民事訴訟法の改正等)，事務処理方

法の見直し(OA化の推進等）について，

｢適正迅速な裁判｣， 「分かりやすく利用し

やすい裁判」の実現の観点から，様々な施

策を講じてきましたが， このように’ユー

ザーサイドからの要望が直接的に取り上げ

られ，検討が行われたのは初めてのことと

思われます。

二つ目には，制鹿手続面での改革のほ

かに，担い手の問題がクローズアーップされ

たことも挙げられます。これまでの改革は，

裁判官，弁護士,検察官などという担い手

の枠の中で検討が行われていたわけですが，

今回の改革は，ユーザーサイドから見た担

い手の範囲の拡大,あるいは役割の抜本的

見直しという問題として， 「担い手として

の弁護士の改革｣， 「担い手としての裁判官

に関する改革」等が検討されたのも大きな

特徴です。

また,改革の三つの柱を「迅速化｣， 「専

門化｣， 「利用しやすさ｣， 「国民の司法参加」

という四つの視点で括ってみることは’ こ

の度の改革の方向性を理解する上では大切

なことど思われます。 「迅速化」の点は，

裁判迅速化法,民事訴訟法の改正' この度

の刑事訴訟法の改正のほか，法曹人口の大

幅増加が挙げられます。 「専門化」の点は，
。 f

この度の知財高裁の創設，労働審判制度の

導入，行政事件訴訟法の改正のほか，専門

委員制や裁判官，裁判所職員の専門化が挙

げられます。 「利用,しやす.さ」の点は，法

曹人口の増加，隣接法律専門職種の職域の

拡大，弁護士報酬の透明化’ 司法ネット

(総合法律支援法の成立）が挙げられます。

｢国民の司法参加」の点は， この度の裁判

員制度の導入，検察審査会の機能の拡充や

地．家裁委員会，人事訴訟への参与員制の

～
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